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広 島 県 遺 族 新 聞

－ 11 －

　当会では、事業の内容を広く知っていただくために、ホームページを開

設しています。会員をはじめ多くの遺族の皆様にご利用いただくことを願

っています。

　パソコン、スマートホンのインターネットから「一般財団法人　広島県

遺族会」を呼び出し、ご利用ください。ホームページの中（ＨＯＭＥ）に

「ホームページのご利用方法」を設けました。より簡単に利用をしていた

だけると思います。

ホームページの活用について

　　　　　戦没者等の死亡当時のご遺族で
１　令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
２　戦没者等の子
３　戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
　　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、
　　　順番が入れ替わります。
４　上記１～３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　　※戦没者等の死亡当時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。

　支給内容　 額面２５万円、５年償還の記名国債
　請求期間　 令和２年４月１日から令和５年３月31日まで
　請求窓口　 お住まいの市町村の援護担当課
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戦没者遺族の皆様へ

令和５年３月31日までにご請求ください。
令和２年４月１日（基準日）において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、次
の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。

第11回戦没者等の遺族に対する

特別弔慰金の請求手続きはお済ですか？



広 島 県 遺 族 新 聞

－ 12 －

～遺族会館入居者の紹介～

「ＬＡＷＳＯＮ 　広島うらぶくろ店」

　店長　田中　直樹

　　　　コンビニといえば、LAWSON！

　　　　淹れたてコーヒー、デザート、

　　　　お弁当  揃っております。

　　　　２階に広いイートインコーナー

　　　　もあります。

　電話　０８２－２９８－８１００

「ＣａＩ」（キャル）「美容室」

　店長　伊藤  悠

　　　　かわいい空間の中で

　　　　Ｃａｌにしかできない提案と

　　　　接客をこころがけています。

　電話　０８２－２４９－３３５７

 １階から２階

  ３階

  ４階

「加圧トレーニングスタジオ　BIPLUS BEAUTY」

「女性専用 加圧パーソナルトレーニングジム 
　　　　　BIPLUS BEAUTY」
チーフ　上西 加奈美・加藤 千晴
　女性トレーナーがマンツーマンでトレーニング

　をサポートいたします。

　運動初心者の方も安心してお越しください。

　電話　０８２－５６９－６９１１

　　　　詳しくは　https://www.biplus -beauty.jp
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